
誤った集団規範への非同調行動に
集団内の人間関係と行動の対象者が及ぼす効果

甲原　定房

The effect of human relations and courses of action on 
non-conformity behavior to wrong group norm

【目的】
　本研究は場面想定による質問紙法を用いて，誤っ
た集団規範に対する非同調行動の発生について，集
団内の人間関係の良好さ，および非同調行動の対象
者が与える効果について検討することを目的とす
る。
　明白に誤っていると考えられる集団規範であって
も，個人が集団規範に抗することは困難であり，個
人がこの誤った規範に同調することは社会的影響
過程の古典的研究（Asch, 1951）以来，一貫した知
見である。特に誤った規範から離れ，規範からの
逸脱，非同調行動をとることが集団にとって利益
をもたらす場面であっても，規範に抗して非同調
行動を選択することは容易なことではない（Kelley 
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& Shapiro,1954; Sakurai,1975; 甲原 1990）。一方で
whistle-blowing あるいは「内部告発」と呼ばれる
行動は，ある集団が規範として維持しているルール
が，より広い社会から見れば不適切なものである場
合に，集団内部の規範から逸脱し，集団内部の規範
の反社会性あるいは非社会性について社会全体に問
題を提起するものである。
　Cialdini, Kallgren & Reno（1991）が指摘するよ
うに，複数の矛盾する規範が存在する場合，個人は
その場面で焦点化した規範に従うことが予想され
る。例えば，小集団の持つ社会的に不適切な規範と
広く社会に流布している規範が矛盾する場合，多く
の個人は社会的により望ましいとされる規範より
も，現実に自分が生活を営んでいる小集団の規範に
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より焦点化するために，不適切であると知りつつも，
所属する集団の規範に従ってしまうと考えられる。
　しかしながら，現実には不適切な規範に同調する
ことなく，企業や集団の不適切な行動に関して内部
告発する個人は少なからず存在する。このインパク
トによって当該企業は存続すら危ういものとなる場
合もあるとともに，不正義を社会に知らしめ，他の
企業のコンプライアンス意識を向上させる効果が現
実にあると言える。
　これらの内部告発，whistle-blowing 行動は，不
適切な行動が開始されて間もない場合には，より深
刻な不適切行動がとられることを抑止する「早期警
告的」な意味を持つと考えられる。したがって，集
団あるいは企業などが深刻なダメージを受けること
を回避させる効果があると考えられる。
　一方，長年にわたり社会的に不適切な規範が維持
され続けてきた場合には，不適切な行動が自発的に
改められる見通しはより低くなり，将来的にも不
適切な行動が永続し，社会的にダメージを与え続
けることが予想される。このような場合，whistle-
blowing 行動は，集団や企業に対しての警告と言う
よりも，懲罰的，攻撃的な意味合いを持つものと考
えられる。岩瀬・秋元，川良・和田（未公刊）は，
whistle-blowing 行動の性格を分類し，集団内の良
好な人間関係が集団内部への警告的告発を，集団内
の不良な人間関係が集団外部への攻撃的告発につな
がることを示唆している。
　岩瀬らの研究は集団内の人間関係と whistle-
blowing あるいは内部告発の告発先には一定の関係
があることを示唆しており，whistle-blowing 行動
つまり，不適切な集団規範への非同調行動の発生機
制を考える上で重要な知見を与えている。
　本研究ではより広い社会においては明白に誤って
いる規範を持つ集団における非同調行動の発生につ
いて，集団内の人間関係と非同調行動が現れる対象
者が一定の関係を有しているか否かについて検討す
る。

「実験方法の倫理的な問題」
　規範に対する同調・非同調の研究は 1940 年代以
降，社会心理学研究の大きな潮流の 1 つであり続け
ている「社会的影響過程」に関する研究の一つであ
る。
　数的多数者による社会的影響研究における典型的
な実験場面の一つとして，実験参加者が他者の意見
との葛藤場面に遭遇するというものがある。このよ
うな意見や行動の葛藤場面で，実験参加者がどのよ
うな公的行動を選択するのか，行動に後続して自分
の意見がどのように変化するのかを検討することに
なる。

　ここで，実験操作の一つとして，誤った多数者規
範を真の実験参加者に対して提示する必要がある。
例えば，実験集団の中に実験者が予め計画した反応
をするように依頼された実験協力者を配置する方法
や，実験集団の他者が「明らかに誤った解答」を公
的に回答しているという虚偽情報を端末機で表示す
るといった方法が，Sherif（1935）,Asch（1951）や，
Deutsch & Gerald（1955），Crutchfield（1955）といっ
た古典的研究において使用されていた。
　しかしながら，このような実験手続きは，実験参
加者に対して虚偽の情報を真の情報であるとして提
示することになり，実験の手法として倫理的問題を
はらんでいると考えられる。
　したがって，現在でも社会的影響の研究は重要な
研究対象である（e.g. Cialdini et al., 1991）にも関
わらず，条件統制のされた厳密な実験室研究は姿を
消しつつあるといわざるを得ない。
　本研究はこのような研究上の倫理的問題を回避す
る実験手法として場面想定法を用いることとする。
つまり，社会的に望ましいと自分が考えている規範
と，所属する集団の規範との葛藤に遭遇しする場面
において，どのような行動を選択すると考えるかを
回答させることとなる。
　例えば「まわりの人が一致して意見 A を主張し
ていますが，あなたはどうも納得がいきません。こ
のまま異論を主張せずにおきますか？」「あなたの
知人は社会的常識から見ればおかしな集団規範に
黙って従いました。あなたはこの知人の行動にどの
程度納得できますか？」という形になる。
　場面想定法を使用した場合，現実場面や実験室で
の行動に比較し，実験参加者の反応が，より社会的
に望ましく，首尾一貫した印象を形成する傾向を帯
びる可能性を否定できない。しかし，このような問
題はあるものの，場面想定法の使用によって，虚偽
情報の使用といった倫理的な問題を回避することは
可能となる。従来の虚偽情報の使用が倫理的な問題
を持つ可能性がある以上，本研究では自分の意見と
周囲の多数者の意見が対立している場面で自分の意
見を貫くか，集団の誤った規範に同調するかの回答
を求める方法を用いることとする。

【方法】
「実験参加者」
　男女大学生 116 名
「実験計画」
　３（集団内の人間関係：良好・中性・不良）×４

（非同調行動の対象：店長，同僚・保健所・インター
ネット）×２（非同調行動者：自分自身の場合・同
僚の場合）の実験計画となる。
「課題」
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　実験課題は所謂，whistle-blowing 場面を想定さ
せる。実験参加者が現実の生活の中で遭遇する可能
性が高いと考えられる社会的場面として，自分のア
ルバイト先である「老舗菓子店の支店」における不
正表示を知る場面を用いる。この不正について特に
問題視していない集団メンバーが周囲に多数いると
いう社会的に望ましくない集団規範が構成されてい
る場面を参加者には想定させる。
　
誤った集団規範の操作
　以下の文章によって，必ずしも法律違反ではない
が倫理的に問題がある集団規範が存在し，このこと
に関して個人的に問題を感じているという場面設定
を行った。

「その菓子店では，14 日間は品質が保てる菓子に，
少し余裕を持って短めの 7 日間という消費期限を表
示して販売していました。しかし，あなたがアルバ
イトをしているその支店では，6 〜 7 日間たって，
売れ残った菓子については，売れ残った菓子のラベ
ルを貼り替えて，新しい製造年月日にした上で，製
造後 14 日間ぎりぎりまで延ばした消費期限を新し
く表示して，再びお店に並べています。
　このお菓子は消費期限切れという訳ではありませ
んが，製造年月日を偽って表示していることになり
ます。
　このようなやり方は特に菓子店の本店から指示が
あったのではなく，代々，この支店だけの慣習のよ
うで，誰がいつ始めたのかよくわかりません。この
支店には本店の社員は時々，配送や見回りに来るだ
けで，この支店は実質的にアルバイト学生で切り盛
りしています。
　あなたは，まわりのアルバイト学生である，A
さん，B さん，C さん，D さんの４人に「どう思う
のか？」と聴いたところ，「このやり方でも良いと
思う」と一致して答えています。」

「独立変数の操作」
非同調行動者の操作
　誤った集団規範に対して，非同調行動，つまり
whistle-blowing 行動をとる主体が「自分」の場合
と自分の「同僚」の場合を設定し回答を求めた。こ
の 2 つの場面への回答を同一の実験参加者に対して
求めた。
集団内の人間関係の操作
　集団内の人間関係には良好・中性・不良の 3 水準
を設定した。この要因は被験者間要因とした。アル
バイト先の「老舗菓子店の支店」の人間関係につい
ての記述は以下のとおりであり，実験参加者には良
好・中性・不良の 3 種類の質問紙いずれか一つのみ
をランダムに配布した。

（１）良好群
　「この支店のスタッフは，みんな気が優しく，面
倒見のいい人たちです。アルバイト学生どうしで，
厳しく指導することはありますが，あくまで仕事を
教えようという感じです。お互いの仕事を助け合お
うという気持ちがあります。他のスタッフはあなた
の名前もすぐに覚えてくれました。アルバイト学生
の誕生日にはみんなで小さなプレゼントをしていま
す。

（２）中性群
　「この支店のスタッフは，みんなクールで，アル
バイトや仕事だと割り切っている人たちです。あな
たの仕事に口出しもしませんが，最低限の世話しか
しない支店長やアルバイト学生です。未だに名前を
覚えてくれない仲間もいます。もちろん，お客様の
前では，力を合わせて懸命に仕事に取り組んでいま
す。」

（３）不良群
「この支店のスタッフは，最低限のことは教えてく
れるスタッフたちです。アルバイト学生どうしの人
間関係が悪く，ぎすぎすしているような印象があり
ます。他人の失敗を後々まで指摘し続けるような雰
囲気があります。体調が悪くて，アルバイトの日程
を変わってもらうといった頼み事もしにくい感じが
します。」

非同調行動の対象の操作
　 誤 っ た 集 団 規 範 へ の 非 同 調 行 動 の 対 象 は，
whistle-blowing 行動の視点から考えれば，告発の
通報先である。本研究では①集団の内部者に対して
不正を止めるべきであると問題提議する場合，②集
団の外部者に対して不正の存在を知らせる場合それ
ぞれ 2 種類ずつ設定し，計 4 種類の通報先を設定し
た。参加者は 4 水準の通報先すべてについて回答す
る。したがって，この要因は被験者内要因となる。
集団内部の通報先として（１）菓子店本店から来て
いる店長，（２）他のアルバイト学生を設定した。
集団外部の通報先としては，（３）保健所，（４）イ
ンターネットへの書き込みを設定した。

「主な従属変数」
自分自身が問題提議する場面
　上記の 4 種類の通報対象それぞれに対し，現在の
集団規範が誤っていると主張することについて，５：
とても賛同する〜１：まったく賛同しないの 5 件法
で回答を求めた。具体的には以下の記述となる。

「質問 1」あなたは店長に「このようなやり方はや
めた方がいい」とはっきり言う。
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「質問 2」あなたはまわりのアルバイト学生 4 人と
の開店前のミーティング（店長抜き）で「このよう
なやり方はやめた方がいい」とはっきり言う。

「質問 3」あなたは保健所などに「不正な製造年月
日を表示している」と連絡する。

「質問 4」あなたはツイッターやフェイスブックな
どに「不正な製造年月日を表示している」と書き込
む。
同僚が問題提議する場面

「最近働き始めた新しいアルバイト学生の Y さん」
が，上記と同様に店長，他のアルバイト学生に問題
提議する，あるいは保健所へ通報する，インターネッ
トに不正の情報を公にした場合，どの程度，このＹ
さんの行為に賛同するかについて，上記と同様の 5
件法で回答を求めた。

「仮説」
①誤った集団規範への非同調行動は，肯定的人間関
係条件においては，警告的な意味が強くなり，集団
内の対象者に対して促進されるだろう。
②誤った集団規範への非同調行動は，否定的人間関
係条件においては，攻撃的色彩を帯びるため，集団
外の対象者に対して促進されるだろう。

【結果】
「本人場面」
　3（集団内の人間関係：良好・中性・不良）× 4（非
同調行動の対象：店長，他のアルバイト学生・保健
所・インターネット）の分散分析を行った。集団内
の人間関係の要因は対応のない要因であり，非同調
行動の対象は対応のある要因である。
　非同調行動の対象の主効果のみに統計的に有意
な効果（F=55.60, df=3/339, p<.001）が見いだされ
た。集団内の人間関係（F=1.67, df=2/113, ns）及
び交互作用（F<1, ns）には有意な効果はなかった。
非同調行動の対象の 4 水準間について多重比較を
行った（Bonferroni 法，有意水準は 5％。以下の
多重比較も同様）を行ったところ，4 水準のすべて
の組み合わせについて有意な差異が見いだされた。
Figure1 参照

　Figure1 からは，不正を止めるように最も言いや
すいのは他のアルバイト学生に対してであり，店長，
保健所，インターネットへの書き込みの順に困難で
あると考えていることがわかる。

「同僚場面」
　上記と同様の　3（集団内の人間関係：良好・中性・
不良）× 4（非同調行動の対象：店長，他のアルバ
イト学生・保健所・インターネット）の分散分析を
行った。Figure 2 参照

　集団内の人間関係の主効果（F=3.16, df=2/113, 
p<.05）が見いだされた。多重比較の結果，良好条
件よりも不良条件の方が不正を止めるように主張す
る同僚の行動へ賛同が高いことが示された。
 ま た， 非 同 調 行 動 の 対 象 の 主 効 果（F=82.91, 
df=3/339, p<.001）が見いだされたので，多重比較
したところ，店長と他のアルバイト学生の間には差
異はないものの，この 2 つの対象に比較して保健所
がより低く，これら 3 水準に比較してインターネッ
トへの書き込みへの同意が低いことが示されてい
る。
　なお，両要因の有意な交互作用はない（F<1, ns）。

【考察】
「集団内の人間関係の効果」
　同僚条件でのみ集団内の人間関係の効果が見ら
れ，不良条件の方が非同調行動は高い賛同を得てい
た。つまり，本研究で使用した場面において，否定
的な人間関係が規範への非同調を促進するという攻
撃的な whistle-blowing の性質が現れていることが
示されている。
　whistle-blowing の性質が攻撃的なのか，警告的
なのかは，この行動によって生じるダメージが公的
になるか否かであると考えられる。本研究ではこの
ようなダメージの公的・非公的性質を通報先が集団
の内部なのか外部なのかで操作しようとしていた
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とも言える。したがって，集団内通報先である店
長，他のアルバイト学生への通報や提議は攻撃的
な性質が弱い whistle-blowing となるであろうと予
測していた。同僚条件に限定はされるものの，結果
からは通報先の種類に関わらず，否定的な人間関係
が whistle-blowing を促進する方向にあった。つま
り，通報先が集団内である場合を含めて否定的な人
間関係の下で whistle-blowing する他者の方が比較
的許容されやすい傾向があった。逆に言えば，良好
な人間関係の下では whistle-blowing は許容されに
くい傾向にあることになる。本研究の実験参加者は
whistle-blowing を否定的な人間関係下で発生する
攻撃的な行動として捉えていた可能性がある。

「非同調行動の対象について」
　誤った規範への非同調行動を誰に対して公にする
のか，つまり，不正を中止するように主張する，あ
るいは不正の存在の通報を誰に対して行うことが容
易なのかについて検討する。
　本研究の結果からは，全体的に集団外部の通報先
よりも集団内部の通報先の方が，主張・通報が発
生しやすいことが示されている。つまり，攻撃的
な whistle-blowing よりも，内部メンバーに対する
警告的な行動の方がより実行可能性が高いことが示
されている。しかし，Figure1 に見られるように総
じて whistle-blowing への賛同は高いとは言えない。
周囲の規範から逸脱し，非同調行動を選択すること
の難しさは，場面想定質問紙を用いた本研究でも示
されていると言えよう。
　一方で，自らの非同調行動をためらっているもの
の，他者の非同調行動にはより賛同する方向にある。
不正な規範がある場合に，この規範へ非同調行動を
行い，公的には数的な少数者になる他者がいた場合，
それが内部メンバーへの主張である場合には，一定
の賛意が得られる可能性があることを Figure 2 は
示している。他方，インターネットへの書き込みに
対しては，平均値が３を下回っており，それが不正
の告発であっても，実験参加者は否定的な見方をし
ていることも示されている。

「人間関係と通報先の交互作用について」
　本研究の結果から，仮説１および２は支持されて
いない。ただし，全体的に見れば，集団外部へ通報
するような攻撃的な whistle-blowing よりも，集団
内での主張と言った警告的な whistle-blowing への
賛意が高いことも事実である。また，仮説とは異な
り，人間関係の悪さが whistle-blowing につながる
ことも示されている。つまり，集団には早めに襟を
正してほしいという意図の警告的 whistle-blowing

が優先されつつも，この引き金に人間関係の悪さが
効果を持っている可能性がある。少なくとも本研究
では，仮説で予想した警告的な whistle-blowing が
人間関係の良好さによって促進されると言うことは
出来ない。
　あくまで推測の域を出ないものの，ここまでの結
果は本研究で想定させた不正行為が法律違反といっ
た重大なものではなく，第三者への被害が予想され
ない軽微なものであったことに原因があるのではな
いかと考える。つまり，規範への非同調行動によっ
て，人間関係を損ねてまで，不正をただすほどの事
案ではないと参加者が考えたのではないだろうか。
これが，少々，人間関係を損ねたとしてもより大き
な損害が予想される場合には，良好な人間関係を持
つ集団メンバーへ警告的な whistle-blowing を行う
のではないだろうか。この点については今後，不正
行為の結果の重大性といった要因を組み込んだ実証
的な検証が必要になるだろう。
　次にインターネットへの書き込みについて，否定
的な反応が強いことについて検討する。保健所など
の公的機関と異なり，インターネットへの書き込み
は，一旦なされると行為者のコントロールを離れて
しまい，どのような結果を生み出すかまったく予想
がつかなくなると参加者は考えているのではないだ
ろうか。どのような結果につながるのか，不明瞭な
行動について，参加者はより慎重な態度を取ってい
るのであろう。
　現実の社会では，行為が深刻で否定的な結果を生
み出す前に，警告を発することはよくあることであ
る。例えば，「たばこは体に良くないので止めなさい」

「車のスピードは控えめにしなさい」といった忠告
は，相手に否定的な結果が起こることを回避させる
ために，「耳の痛い」発言を敢えて行っているので
ある。このような警告は相手について否定的な態度
を持っていれば，発生することはなく，肯定的な関
係が基盤になっていると言うことが出来るだろう。
　すでに述べたとおり，不正な行為が深刻な否定的
結果をもたらすとすれば，規範に同調せずに発生す
る対人関係上の葛藤や軋轢を凌駕する十分な肯定的
効果が明白となり，良好な人間関係に支えられた警
告が発生する可能性は考えられるだろう。集団につ
いても同様に，深刻な事態を招くことが明らかであ
る場合には，警告的な whistle-blowing と人間関係
の良好さといった要因が関係を持つようになるので
はないだろうか。不正による否定的結果の重大さの
要因を考慮に入れ，今後，誤った規範への非同調行
動について検討する。
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